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 開  会  

 議  長  おはようございます。 

本日の出席議員は１４人につき、定足数に達しております。 

 ただいまから令和５年第２回筑前町議会臨時会を開会します。 

 これから本日の会議を開きます。 

（１０：００） 

 日程第１  

 議  長  日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

 本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第１２４条の規定により、３番 原口博文

議員及び４番 原田宏議員を指名します。 

 日程第２  

 議  長  日程第２「会期の決定について」を議題とします。 

 お諮りします。 

 本臨時会の会期は本日５月１９日の１日間としたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日５月１９日の１日間と決定をいたしました。 

 日程第３  

 議  長  日程第３「町長のあいさつ及び提案理由の説明」を求めます。 

 田頭町長 

 町  長  おはようございます。 

本日は、令和５年第２回臨時会を招集しましたところ、全員ご出席いただきありが

とうございます。 

 Ｇサミットの広島開催、ロシアのウクライナ侵攻、中国の動向等の国際問題、あわ

せて国内においては、現実味を帯びてきた人口減少社会、さらに、環境、物価高騰、

エネルギー、コロナ対応等、時代の大きな変革期であることを実感させられる日々で

ございます。このような国際・国内動向を注視し、また、歩調を取りつつ本町のまち

づくりを推進しなければなりません。本日の臨時会も、そのコロナウイルス感染症対

策や物価高騰等の政策の一環としての提案が主題でございます。よろしくお願いいた

します。また、本議会が執行部令和５年度の新体制でもございます。併せてよろしく

お願い申し上げます。 

 それでは、本日提案します議案等８件の提案理由の説明を申し上げます。 

 承認第２号、専決処分を報告し、承認を求めることにつきましては、地方自治法第

１７９条第１項の規定に基づき専決処分により制定した筑前町税条例の一部を改正

する条例を報告し、承認を求めるものです。 

 内容としましては、地方税法等の一部を改正する法律等が令和５年３月３１日に公

布され、原則として４月１日から施行されることに伴い、筑前町税条例の一部を改正

する必要が生じましたが、町議会を招集する時間的余裕がなかったため、３月３１日

付専決処分により当該条例の一部を改正したものです。 

 承認第３号、専決処分を報告し、承認を求めることにつきましては、同じく地方自

治法の規定に基づき専決処分により制定した筑前町国民健康保険税条例の一部を改

正する条例を報告し、承認を求めるものです。 

 内容としましては、地方自治法施行令等の一部を改正する政令が、令和５年３月３

１日に公布され、４月１日に施行されることに伴い、筑前町国民健康保険税条例を改

正する必要が生じましたが、町議会を招集する時間的余裕がなかったため、３月３１
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日付専決処分により当該条例を改正したものです。 

 承認第４号、専決処分を報告し、承認を求めることにつきましては、同じく地方自

治法の規定に基づき専決処分した令和４年度筑前町一般会計補正予算（第１３号）に

ついて報告し、承認を求めるものです。 

 内容としましては、公共交通利用促進整備事業、篠隈新道バス待合所設置工事を繰

越明許費に追加する必要が生じましたが、町議会を招集する時間的余裕がなかったた

め、３月３１日付で専決処分したものです。 

 承認第５号、専決処分を報告し、承認を求めることにつきましては、同じく地方自

治法の規定に基づき専決処分した令和５年度筑前町一般会計補正予算（第１号）につ

いて報告し、承認を求めるものです。 

 内容としましては、国が令和５年度も新型コロナワクチン接種事業を実施する方針

を示したことで、当該事業の予算を増額する必要が生じましたが、町議会を招集する

時間的余裕がなかったため、補正額１億２,０８７万９,０００円を増額し、補正後の

歳入歳出予算総額をそれぞれ１３４億４,６９３万７,０００円とする予算を４月１日

付で専決して処分したものです。 

 承認第６号、専決処分を報告し、承認を求めることにつきましては、同じく地方自

治法の規定に基づき専決処分した損害賠償について報告し、承認を求めるものです。 

 内容としましては、筑前町朝日地内での事故の損害を賠償し、和解を締結する必要

が生じましたが、町議会を招集する時間的余裕がなかったため、４月５日付で専決処

分したものです。 

 承認第７号、専決処分を報告し、承認を求めることにつきましては、同じく地方自

治法の規定に基づき専決処分した令和５年度筑前町一般会計補正予算（第２号）につ

いて報告し、承認を求めるものです。 

 内容としましては、住民税非課税の子育て世帯に対する生活支援特別給付金事業に

ついて、当該事業の予算を増額する必要が生じましたが、町議会を招集する時間的余

裕がなかったため、補正額１,８９３万３,０００円を増額し、補正後の歳入歳出予算

総額をそれぞれ１３４億６,５８７万円とする予算を４月２１日付で専決処分したも

のです。 

 議案第２６号、工事請負契約の締結につきましては、地方自治法及び筑前町議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例の規定に基づき、夜須中

北側校舎外壁改修工事の工事請負契約を締結するにあたり、議会の議決を求めるもの

です。 

 議案第２７号、令和５年度筑前町一般会計補正予算（第３号）につきましては、補

正額２億２,８４４万６,０００円を増額し、補正後の歳入歳出予算総額をそれぞれ１

３６億９,４３１万６,０００円とするものです。 

 内容としましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業を追加

するものです。 

 以上が本日提案します議案等の提案理由です。慎重にご審議をいただき、ご賛同賜

りますようお願い申し上げます。 

 以上、開会にあたりましての挨拶と、議案等の提案理由の説明とさせていただきま

す。 

よろしくお願いします。 

 議  長  町長の提案理由の説明が終わりました。 

 日程第４  

 議  長  日程第４ 承認第２号「専決処分を報告し、承認を求めることについて（筑前町税

条例の一部を改正する条例の制定）」を議題とします。 
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 説明を求めます。 

 税務課長 

 税務課長  おはようございます。 

議案書の１ページをお願いいたします。 

 承認第２号「専決処分を報告し、承認を求めることについて」 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条

第３項の規定により報告し、承認を求める。本日付、町長名でございます。 

 提案理由につきましては、先ほどの町長説明のとおりでございます。 

 次の２ページをお願いします。令和５年専決第２号、専決処分書でございます。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。令和５年

３月３１日付、町長名です。 

 ３ページから２６ページまでが新旧対照表となっております。今回の主な改正につ

いて説明させていただきます。 

 ３ページをお願いいたします。森林環境税の課税が令和６年度に開始されることに

伴いまして、第３４条の９、４ページの第３８条、次の５ページ第４１条、第４４条、

７ページ第４７条、８ページ第４７条の２及び９ページ第４７条の６を改正するもの

です。令和６年１月１日施行となります。 

 ３ページに戻っていただきまして、第３６条の３の２第２項につきましては、給与

所得者の扶養親族等申告書について、記載事項を簡素化するため新設するものです。

施行日は令和７年１月１日となります。 

 続きまして、７ページの第４６条、１０ページ第４８条、次の１１ページ第５０条、

１２ページ第９８条及び１３ページ第１０１条につきましては、様式の新設に伴う改

正です。 

 １１ページに戻っていただきまして、第８２条です。特定小型原動機付自転車の車

両区分が新たに定められたことにより改正するものです。令和５年７月１日施行とな

ります。 

 １３ページをお願いします。附則第８条です。肉用牛の売却による事業所得に係る

課税の特例について、適用期限を令和９年度まで延長するものです。 

 １４ページ、附則第１０条です。令和３年度法改正において、法附則第６４条を削

除する改正規定の施行に伴い改正するものです。 

 １６ページ、附則第１０条の２第２７項につきましては、長寿命化に資する一定の

大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額する割合を定めるもの

です。附則第１０条の３につきましては、先ほどの大規模修繕工事を行ったマンショ

ンに対する減額措置を受けようとする者がすべき申告について規定するものです。 

 １７ページ、附則第１０条の４及び附則第１０条の５につきましては、適用期限を

２年延長するものです。 

 附則第１０条の６につきましては、令和２年７月豪雨に係る固定資産税の特例の適

用を受けようとする者がすべき申告等について規定するものです。 

 １９ページをお願いします。附則第１５条の２及び次の２０ページの附則第１５条

の６第３項につきましては、軽自動車税の環境性能割の臨時的な特例措置の規定を削

除するものです。附則第１５条の２の削除に伴い、附則第１５条の２の２が附則第１

５条の２に繰り上げとなります。改正後の附則第１５条の２及び２３ページの附則第

１６条の２につきましては、不正により生じた納付不足額を徴収する際に加算する割

合を３５％に引き上げるものです。令和６年１月１日施行です。 

 ２０ページに戻っていただきまして、附則第１６条につきましては、軽自動車税の

種別割のグリーン化特例について、適用期限を３年または２年延長するものです。 
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 飛びまして、２４ページをお願いします。第１７条の２につきましては、優良住宅

地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る特例について、適用

期限を令和８年度まで延長するものです。 

 そのほか、条例改正につきましては、項ずれ、国主導により規定の整備等がなされ、

適切な条文に改正するものでございます。 

 最後に附則になります。 

 第１条、この条例は令和５年４月１日から施行する。基本的には令和５年４月１日

からの施行となりますが、先ほどから説明でも触れておりますように、森林環境税の

課税開始に伴う改正など、それぞれ施行日を設定しているものもございます。そのほ

か、経過措置があるものについて附則として規定を行っています。 

 以上で説明を終わります。 

よろしくお願いします。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

 柳議員 

 柳 議 員  資料の４ページから５ページですけど、個人町民税の徴収の方法として第３８条の

第３項ですかね、森林環境税は当該個人の町民税の均等割を賦課しとあるのですけ

ど、どういうふうにして賦課するのか教えてください。 

 議  長  税務課長 

 税務課長  お答えいたします。 

 町民税の均等割に合わせて森林環境税を賦課徴収するものでございます。 

 議  長  柳議員 

 柳 議 員  森林環境税の関係ですけれども、令和６年度からですかね。最初に聞いたときは、

個人割は１人１,０００円という話だったと思うのですけれども、これが均等割にな

ったのですかね。そこがちょっと分からないので教えてください。 

 議  長  税務課長 

 税務課長  森林環境税は、令和６年度から個人住民税の均等割と合わせて１人年額１,０００

円が賦課徴収される国税となります。 

 議  長  ほかにございませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 河内議員 

 河内議員  反対の立場から討論します。 

 令和５年４月１日施行の条例は専決もやむなしと考えますが、承認第２号には、施

行期日が令和５年７月１日、令和６年１月１日、令和７年１月１日となっている条例

改正が含まれており、それについては定例議会での議案提案にすべきと考えます。 

よって反対を表明し、討論とします。 

 議  長  それでは、次に原案に賛成の方の討論を求めます。 

 （討論なし） 

 議  長  それでは、ないということでございますので、討論をこれで終わります。 

 これから、承認第２号「専決処分を報告し、承認を求めることについて（筑前町税

条例の一部を改正する条例の制定）」を採決します。 

 本件について承認することに賛成の方は、挙手願います。 

 （賛成者挙手） 
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 議  長  挙手多数です。 

したがって、承認第２号は承認することに決定いたします。 

 日程第５  

 議  長  日程第５ 承認第３号「専決処分を報告し、承認を求めることについて（筑前町国

民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定）」を議題とします。 

 説明を求めます。 

 健康課長 

 健康課長  議案書の２７ページをお願いします。 

 承認第３号「専決処分を報告し、承認を求めることについて」 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条

第３項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。本日付、町長名でござ

います。 

 提案理由につきましては、先ほどの町長の説明のとおりでございます。 

 ２８ページをお願いします。専決処分書となっております。令和５年専決第３号、

３月３１日に専決処分したものであります。 

 ２９ページをお願いいたします。このページから３６ページまでが新旧対照表とな

っております。 

 ２９ページの第３条では、後期高齢者支援金分課税限度額を現行２０万円から２２

万円へ改正し、改正なしの医療分と介護分とを合わせて、全体で賦課限度額が１０２

万円から１０４万円となります。 

 これは、医療費の増高が続く中で、高所得者にも応分の負担を求め、負担感の重い

中間所得層に配慮をするための改正となっております。また、物価上昇の影響で軽減

を受けている世帯の範囲が相対的に縮小しないよう、第２２条第１項第２号におい

て、５割軽減の対象となる世帯の軽減判定の基準額を２８万５,０００円から２９万

円へ改正し、同じく第３号において、２割軽減の対象となる世帯の軽減判定の基準額

を５２万円から５３万５,０００円と改正するものです。 

 それ以降の改正につきましては、対応する法令の改正や書きぶりを合わせたことに

よる規定の整備となっております。 

 以上で説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑ないようです。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

 河内議員 

 河内議員  承認第３号は、物価高騰の中、さらに２万円もの町民への負担増を強いる改正であ

り、反対を表明し、討論とします。 

 議  長  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

 ございませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  これで討論を終わります。 

 これから、承認第３号「専決処分を報告し、承認を求めることについて（筑前町国

民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定）」を採決します。 
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 本件について承認することに賛成の方は、挙手願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手多数です。 

 したがって、承認第３号は承認することに決定いたしました。 

 日程第６  

 議  長  日程第６ 承認第４号「専決処分を報告し、承認を求めることについて（令和４年

度筑前町一般会計補正予算（第１３号））」を議題とします。 

 説明を求めます。 

 財政課長 

 財政課長  議案書の３７ページをお願いします。 

 承認第４号「専決処分を報告し、承認を求めることについて」 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定により報告し、承認を求めるものです。本日付提出、町長名でございます。 

 提案理由は、町長説明のとおりです。 

 ３８ページをお願いします。 

 令和５年専決第４号、専決処分書。 

 令和４年度筑前町一般会計補正予算（第１３号）について、地方自治法第１７９条

第１項の規定により、別冊のとおり専決処分する。令和５年３月３１日に専決処分し

たものです。 

 別冊の令和４年度一般会計補正予算（第１３号）をお願いします。 

 １ページです。 

令和４年度筑前町の一般会計補正予算（第１３号）は次に定めるところによる。 

 第１条の繰越明許費の補正につきましては、２ページの第１表になります。今回の

補正は、事業実施にあたり繰越明許費の追加が必要となったため、繰越明許費を補正

するものです。 

 ２款１項総務管理費、公共交通利用促進整備事業（篠隈新道バス待合所設置工事（設

計・監理業務含む））４６１万８,０００円でございます。 

 以上で説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑ないようです。 

 これから討論を行います。 

討論ございませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、承認第４号「専決処分を報告し、承認を求めることについて（令和４年

度筑前町一般会計補正予算（第１３号））」を採決します。 

 本件について承認することに賛成の方は、挙手願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、承認第４号は承認することに決定いたしました。 

 日程第７  

 議  長  日程第７ 承認第５号「専決処分を報告し、承認を求めることについて（令和５年
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度筑前町一般一般会計補正予算（第１号））」を議題とします。 

 説明を求めます。 

 財政課長 

 財政課長  議案書の３９ページをお願いします。 

 承認第５号「専決処分を報告し、承認を求めることについて」 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条

第３項の規定により報告し、承認を求めるものです。本日付提出、町長名でございま

す。 

 提案理由は、町長説明のとおりです。 

 ４０ページをお願いします。 

 令和５年専決第５号、専決処分書。 

 令和５年度筑前町一般会計補正予算（第１号）について、地方自治法第１７９条第

１項の規定により、別冊のとおり専決処分する。 

 令和５年４月１日に専決処分したものです。 

 別冊の令和５年度一般会計補正予算（第１号）をお願いします。 

 １ページです。 

令和５年度筑前町の一般会計補正予算（第１号）は次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億２,０８７万９,０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３４億４,６９３万７,０００円とす

るものです。 

 今回の補正内容は、全て新型コロナウイルスワクチン接種事業の予算となります。 

 歳出から説明いたします。 

７ページをお願いします。 

 ４款１項３目予防費、補正額１億２,０８７万９,０００円の増額です。 

 １節報酬２０２万８,０００円から３節職員手当等１５３万７,０００円。 

 飛んで、８節旅費４万４,０００円については、職員及び会計年度任用職員の人件費

です。 

 戻って、７節報償費７４万円は、ワクチン接種応援隊に対する謝金です。 

 次に、１０節需用費６０万円は、接種会場で使用する医薬材料費及び事務用消耗品

費です。 

 １１節役務費４７８万１,０００円は、居住地以外の医療機関等で接種を受けた場

合の費用の支払い業務に係る審査支払い手数料７６万４,０００円と、接種券の郵便

代及び電話代４０１万７,０００円です。 

 １２節委託料１億４１６万円は、接種事業に伴う各種委託料です。ワクチン対策室

とコールセンター５人分の人材派遣委託料２,０２４万４,０００円。接種会場の設営

に伴う集団接種会場設営委託料４７９万６,０００円。医療廃棄物処分委託料７万８,

０００円。各医療機関へのワクチン移送業務委託料２５０万８,０００円。個別接種、

集団接種に係るコロナワクチン接種委託料７,３１８万７,０００円。接種券等印刷封

入封緘業務委託料２２８万６,０００円。ワクチン保管用冷凍庫電源の機械警備委託

料１８万１,０００円。システム改修委託料８８万円です。 

 １３節使用料及び賃借料６９８万９,０００円は、予約システムサービス利用料６

３３万６,０００円、複写機使用料６０万円。８ページです。ＩＰ電話サービス利用料

５万３,０００円です。 

 次に歳入です。 

６ページをお願いします。 

 １６款１項４目衛生費国庫負担金、補正額６,１７２万３,０００円の増額です。新
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型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金です。 

 ２項４目衛生費国庫補助金５,９１５万５,０００円は、接種確保事業費補助金です。 

 ２２款５項２目雑入は、町外分の接種費として１,０００円を計上しております。 

 以上で説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 河内議員 

 河内議員  別冊の７ページです。３目予防費の７節報償費ですが、ワクチン接種応援隊の仕事

内容と人数はどれだけか、お尋ねします。 

 議  長  健康課長 

 健康課長  お答えいたします。 

 応援隊の業務といたしましては、まず、受付のほうの業務、あとは、会場のほうの

移動に関する補助をしていただいています。１回の集団接種につき、大体３名程度入

っていただいているところです。 

 議  長  ほかに質疑ございませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑ないようです。 

 質疑をこれで終わります。 

 これから討論を行います。 

討論ございませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、承認第５号「専決処分を報告し、承認を求めることについて（令和５年

度筑前町一般会計補正予算（第１号））」を採決します。 

 本件について承認することに賛成の方、挙手願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、承認第５号は承認することに決定いたしました。 

 日程第８  

 議  長  日程第８ 承認第６号「専決処分を報告し、承認を求めることについて（筑前町朝

日地内での事故に関わる損害賠償）」を議題とします。 

 説明を求めます。 

 財政課長 

 財政課長  議案書の４１ページをお願いします。 

 承認第６号「専決処分を報告し、承認を求めることについて」 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条

第３項の規定により報告し、承認を求めるものです。本日付提出、町長名でございま

す。 

 提案理由は、町長説明のとおりです。 

 ４２ページをお願いします。 

 令和５年専決第６号、専決処分書。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 令和５年４月５日に専決処分したものです。 

 １ 事  故  名 筑前町朝日地内での事故 

 ２ 事故の発生日 令和４年１０月６日 
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 ３ 事故の相手方 町外居住者 

 ４ 事故の概要 令和４年１０月６日、筑前町朝日地内において、派遣職員の運

転する公用車（ちくちゃんバス）と往来中の車両が接触したも

のです。 

 ５ 損害賠償額（対人） １２０万円です。 

 相手方に対する損害賠償は、対人と対物が生じておりましたが、対物に関しては令

和４年１２月１３日に専決処分をし、本年２月１日開催の第１回臨時議会において報

告承認いただいております。今回の対人損害賠償については、早期に和解を締結し賠

償額を相手方に支払う必要があったため、賠償額（人身）１２０万円と決定すること

を令和５年４月５日に専決処分したものです。 

 賠償額につきましては、本町が加入しております全国自治協会の自動車共済保険か

ら既に支払い済みでございます。 

 以上で説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑ないようです。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、承認第６号「専決処分を報告し、承認を求めることについて（筑前町朝

日地内での事故に関わる損害賠償）」を採決します。 

 本件について承認することに賛成の方は、挙手願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、承認第６号は承認することに決定をいたしました。 

 日程第９  

 議  長  日程第９ 承認第７号「専決処分を報告し、承認を求めることについて（令和５年

度筑前町一般会計補正予算（第２号））」を議題とします。 

 説明を求めます。 

 財政課長 

 財政課長  議案書の４３ページをお願いします。 

 承認第７号「専決処分を報告し、承認を求めることについて」 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定により報告し、承認を求めるものです。本日付提出、町長名でございます。 

 提案理由は町長説明のとおりです。 

 ４４ページをお願いします。 

 令和５年専決第７号、専決処分書。 

 令和５年度筑前町一般会計補正予算（第２号）について、地方自治法第１７９条第

１項の規定により、別冊のとおり専決処分する。 

 令和５年４月２１日に専決処分したものです。 

 別冊の令和５年度一般会計補正予算（第２号）をお願いします。 

 １ページです。 
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令和５年度筑前町の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,８９３万３,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３４億６,５８７万円とするものです。 

 今回の補正内容は、物価高騰に直面する住民税非課税世帯の子育て世帯に対し、児

童１人あたり５万円を支給する子育て世帯生活支援特別給付金支給事業に対する経

費を追加するものです。全額国庫補助です。 

 歳出から説明いたします。 

７ページをお願いします。 

 ３款２項７目子育て世帯生活支援特別給付金費、補正額１,８９３万３,０００円の

増額です。 

 １節報酬３１万２,０００円から３節職員手当等９万円、８節旅費９,０００円につ

いては、会計年度任用職員及び職員の人件費です。 

 １１節役務費３万２,０００円は給付金通知の郵送料。 

 １２節委託料９９万円は特別給付金事務対応システム改修委託料。 

 １９節扶助費１,７５０万円は、給付対象児童に対し１人あたり５万円を給付する

ものです。 

 次に、歳入です。 

６ページをご覧ください。 

 １６款２項３目民生費国庫補助金１,８９３万３,０００円は、給付事業費及び事務

費に対する新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金です。 

 以上で説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑ないようです。 

 これから討論を行います。 

討論ございませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、承認第７号「専決処分を報告し、承認を求めることについて（令和５年

度筑前町一般会計補正予算（第２号））」を採決します。 

 本件について承認することに賛成の方は、挙手願います。 

 （賛成者挙手） 

 議長  挙手全員です。 

 したがって、承認第７号は承認することに決定をいたしました。 

日程第１０  

 議  長  日程第１０ 議案第２６号「工事請負契約の締結について（夜須中北側校舎外壁改

修工事）」を議題とします。 

 説明を求めます。 

 財政課長 

 財政課長  議案書の４５ページをお願いします。 

 議案第２６号「工事請負契約の締結について」 

 夜須中北側校舎外壁改修工事について、次のとおり工事請負契約を締結するものと

する。本日付提出、町長名でございます。 
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 提案理由は町長説明のとおりです。 

 工 事 名 夜須中北側校舎外壁改修工事  

 契約の方法 指名競争入札 

 請負契約額 ８,１７３万円 

 工事請負人 福岡県朝倉郡筑前町篠隈１５８番地４４ 

株式会社ヒミコ建設 

代表取締役 池田静夫 

 ４６ページをお願いします。 

 入札結果につきましては、株式会社ヒミコ建設が第１回目の入札で落札し、落札率

は８５.７１％でございます。 

 工事箇所及び工事概要は記載のとおりです。 

 工期は、契約の効力発生の日から令和５年１０月１０日でございます。 

 以上で説明を終わります。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

 河内議員 

 河内議員  夏休み中には工事が終わらないようで、学校が始まっても工事があると思うのです

が、子どもたちにけがのないよう十分気をつけていただきたいと思います。 

 議  長  ほかに質疑ございませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑はないようです。 

 これから討論を行います。 

討論ございませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、議案第２６号「工事請負契約の締結について（夜須中北側校舎外壁改修

工事）」を採決します。 

 議案第２６号は原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、議案第２６号は原案のとおり可決されました。 

日程第１１  

 議  長  日程第１１ 議案第２７号「令和５年度筑前町一般会計補正予算（第３号）につい

て」を議題とします。 

 説明を求めます。 

 財政課長 

 財政課長  議案書の４７ページをお願いします。 

 議案第２７号「令和５年度筑前町一般会計補正予算（第３号）について」 

 令和５年度筑前町一般会計補正予算（第３号）を別冊のとおり提出する。本日付、

町長名でございます。 

 別冊の令和５年度一般会計補正予算（第３号）をお願いします。 

 １ページです。 

令和５年度筑前町の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億２,８４４万６,０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３６億９,４３１万６,０００円とす
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るものです。 

 今回の補正内容は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業費を追

加するものです。 

 歳出から説明いたします。 

 ７ページをお願いします。 

２款１項３８目新型コロナウイルス地方創生費、補正額２億２,８４４万６,０００

円の増額です。 

 １節報酬から１２節委託料までの予算は、物価高騰対策地域振興券発行事業及び非

課税世帯に一律３万円を給付する非課税世帯給付金事業の実施に要する費用となり

ます。 

 まず、１節報酬２５５万円は、会計年度任用職員２名を任用するもの。 

 ３節職員手当等２０５万２,０００円は、職員の時間外勤務手当。 

 ４節共済費４０万５,０００円は、会計年度任用職員の共済組合負担金。 

 ７節報償費４０万円は、封入等作業に対する謝金。 

 ８節旅費１１万４,０００円は、普通旅費として６,０００円、会計年度任用職員の

費用弁償として１０万８,０００円。 

 １０節需用費３２３万２,０００円は、消耗品費１０３万２,０００円と、地域振興

券の印刷製本費２２０万円。 

 １１節役務費８１６万５,０００円は、申請書や地域振興券の郵送料として通信運

搬費７８３万５,０００円、給付金振込手数料３３万円。 

 １２節委託料１２１万円は、非課税世帯給付金の給付作業支援業務委託料です。 

 １８節負担金補助及び交付金は、各事業に要する支援金等２億１,０３１万８,００

０円の増額です。町内の福祉施設等に対する物価高騰対策支援金として２０９万円、

保護者の負担軽減のため学校給食物価高騰対策支援金５,０３７万８,０００円、非課

税世帯に一律３万円を給付する非課税世帯給付金８,４００万円、全世帯及び未就学

児を対象に配布する地域振興券の換金負担金６,５４０万円、町内の保育所等に対す

る物価高騰対策支援金７２５万円、原油価格高騰対策として甘木鉄道に対する運営支

援負担金１２０万円です。 

 次に歳入です。 

 ６ページをご覧ください。 

１６款２項２目総務費国庫補助金１億６,０６６万６,０００円の増額は、新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金です。 

 ２０款２項１目基金繰入金６,７７８万円は、財源調整のために財政調整基金を繰

り入れるものです。 

 以上で説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 河内議員 

 河内議員  別冊の７ページですけれども、負担金補助及び交付金の中で、非課税世帯給付金が

８,４００万円になっていますが、予算の概要の資料の中では８,９１１万５,０００円

になっているんですが、この金額の違いは何でしょうか。 

 議  長  総務課長 

 総務課長  お答えいたします。 

 先ほど財政課長も申し上げましたように、１節報酬から１２節委託料につきまして

は、非課税世帯給付金事業と振興券発行業務に対する事務費がございます。この事務




